
第
八
条
の
表
愛
知
用
水
二
期
事
業
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

愛
知
用
水
二
期
事
業

愛
知
用
水
二
期
施
設

厚
生
労
働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及

び
経
済
産
業
大
臣

平成˜ 年š月™�日 月曜日 (号外第�™号)官 報

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
十
三
の
備
考
18
中
「22か

ら
26ま
で

」
を
「23か

ら
27ま
で

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
の
二
の
備
考
10
、
様
式
第
十
五
の
四
の
備
考
２
及
び
様
式
第
十
六
の
備
考
３
中
「22か

ら
25ま
で

」

を
「23か

ら
26ま
で

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
八
の
備
考
21
中
「21か

ら
25ま
で

」
を
「22か

ら
26ま
で

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
の
備
考
７
中
「22、

24か
ら
26ま
で

」
を
「23、

25か
ら
27ま
で

」
に
、「備

考
26

」
を
「備

考
27

」

に
改
め
る
。

別
表
第
一
を
別
表
第
一
の
二
と
し
、
同
表
の
前
に
次
の

一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
一
（
第
十
一
条
の
三
関
係
）

第
一

管
理
、
運
営
、
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
す
る
事
項

一

基
本
情
報

\

薬
局
の
名
称

]

薬
局
開
設
者

^

薬
局
の
管
理
者

_

薬
局
の
所
在
地

`

電
話
番
号
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号

a

営
業
日

b

営
業
時
間

二

薬
局
へ
の
ア
ク
セ
ス

\

薬
局
ま
で
の
主
な
利
用
交
通
手
段

]

薬
局
の
駐
車
場

ü

駐
車
場
の
有
無

@

駐
車
台
数

A

有
料
又
は
無
料
の
別

^

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

_

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

三

薬
局
サ
ー
ビ
ス
等

\

相
談
に
対
す
る
対
応
の
可
否

]

対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
外
国
語
の
種
類

^

障
害
者
に
対
す
る
配
慮

_

車
椅
子
の
利
用
者
に
対
す
る
配
慮

`

受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

四

費
用
負
担

\

医
療
保
険
及
び
公
費
負
担
等
の
取
扱
い

]

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
料
金
の
支
払
の
可

否

第
二

提
供
サ
ー
ビ
ス
や
地
域
連
携
体
制
に
関
す
る
事
項

一

業
務
内
容
、
提
供
サ
ー
ビ
ス

\

認
定
薬
剤
師
（
中
立
的
か
つ
公
共
性
の
あ
る
団

体
に
よ
り
認
定
さ
れ
、
又
は
そ
れ
ら
と
同
等
の
制

度
に
基
づ
い
て
認
定
さ
れ
た
薬
剤
師
を
い
う
。）の

種
類
及
び
人
数

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
薬
事
法
施
行
規
則
（
以

下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）第
十
一
条
の
六
の
規
定
は
、

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
別

表
第
一
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
同
表
第
一
の
項
第
一

号
に
掲
げ
る
基
本
情
報
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
定
め

る
も
の
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
方
法
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

新
規
則
第
十
二
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
号
の
医
薬
品
の
安
全
使
用
の
た
め
の
業

務
に
関
す
る
手
順
書
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
整
備
さ

れ
て
い
な
い
薬
局
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の

日
か
ら
起
算
し
て
三
箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
同

号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

]

薬
局
の
業
務
内
容

ü

無
菌
製
剤
処
理
に
係
る
調
剤
の
実
施
の
可
否

@

一
包
化
薬
に
係
る
調
剤
の
実
施
の
可
否

A

麻
薬
に
係
る
調
剤
の
実
施
の
可
否

B

浸
煎せ

ん

薬
及
び
湯
薬
に
係
る
調
剤
の
実
施
の
可

否
C

薬
局
製
剤
実
施
の
可
否

D

医
療
を
受
け
る
者
の
居
宅
等
に
お
い
て
行
う

調
剤
業
務
の
実
施
の
可
否

E

薬
剤
服
用
歴
管
理
の
実
施
の
有
無

F

薬
剤
情
報
を
記
載
す
る
た
め
の
手
帳
の
交
付

の
可
否

^

地
域
医
療
連
携
体
制

ü

医
療
連
携
の
有
無

@

地
域
住
民
へ
の
啓
発
活
動
へ
の
参
加
の
有
無

二

実
績
、
結
果
等
に
関
す
る
事
項

\

薬
局
の
薬
剤
師
数

]

医
療
安
全
対
策
（
医
薬
品
の
使
用
に
係
る
安
全

な
管
理
の
た
め
の
責
任
者
の
配
置
の
有
無
）

^

情
報
開
示
の
体
制

_

症
例
を
検
討
す
る
た
め
の
会
議
等
の
開
催
の
有

無
`

処
方
せ
ん
を
応
需
し
た
者
（
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
「
患
者
」
と
い
う
。）の
数

a

患
者
満
足
度
の
調
査

ü

患
者
満
足
度
の
調
査
の
実
施
の
有
無

@

患
者
満
足
度
の
調
査
結
果
の
提
供
の
有
無

〇
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省

令
第
二
号

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

柳
澤

伯
夫

農
林
水
産
大
臣

松
岡

利
勝

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
の
業
務
運
営
に
関
す
る
省
令（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、

経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省

令
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
十
四
号

意
匠
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
省
令
を
制
定
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

意
匠
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
等
に
関
す
る
省
令

目
次第

一
章

関
係
省
令
の
整
備
等
（
第
一
条
e

第
十
三
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
十
四
条
e

第
二
十
七
条
）

附
則

第
一
章

関
係
省
令
の
整
備
等

（
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
三
の
三
第
二
項
中
「
国
は
」
の
下
に
「
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
同
法
第
四
十
三
条
第
五
項
に
規
定

す
る
電
磁
的
方
法
に
よ
り
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る

際
に
、
当
該
事
項
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
確
認
が
で
き
た
場
合
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
の
六
中
「
尋
問
」
を
「
意
見
の
陳
述
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
中
備
考
26
を
備
考
27
と
し
、
備
考
21
か
ら
備
考
25
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
備
考
20
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

21
拒
絶
理
由
通
知
に
係
る
指
定
期
間
の
延
長
を
請
求
す
る
と
き
は
、「【
請
求
の
内
容
】」の

欄
に
は
、「
拒
絶
理
由
通

知
書
で
示
さ
れ
た
引
用
文
献
に
記
載
さ
れ
た
発
明
と
の
対
比
実
験
の
た
め
、
指
定
期
間
の
１
カ
月
の
延
長
を
求
め

る
。」、「
手
続
書
類
の
翻
訳
の
た
め
、指
定
期
間
の
１
カ
月
の
延
長
を
求
め
る
。」の
よ
う
に
延
長
の
理
由
を
付
し
て
、

請
求
の
内
容
を
具
体
的
に
記
載
す
る
。

様
式
第
四
の
備
考
５
、
様
式
第
九
の
備
考
11
及
び
様
式
第
十
一
の
備
考
４
中
「22か

ら
25ま
で

」
を
「23か

ら
26

ま
で

」
に
改
め
る
。
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